
主なご意見に対する現状

国土強靱化基本計画の変更に向けて

資料１－１－１

令和５年１月２３日

内閣官房国土強靱化推進室



1

目次

１．第69回懇談会でいただいた主なご意見について

（１）主なご意見に対する現状 Ｐ２



１．第69回懇談会でいただいた主なご意見について
（１）主なご意見に対する現状

意見概要 現 状

行政機能/警察・消防等/防災教育等／リスクコミュニケーション

１．リスクコミュニケーションについて、
人材育成だけではなく、コミュニ
ケーションのシステムの検討・構
築が必要。情報の積極的な公開
や情報に対して双方向にできる仕
組みの視点が必要。

国や地方自治体、民間企業・団体等、様々な主体による国土強靱化の取組の円滑化と
一層の連携を図ることを目的として、「国土強靱化広報・普及啓発活動戦略」（令和4年6
月10日）を策定したところ。基本方針として、①国土強靱化の理念や具体的な効果等のわ

かりやすい発信、②受け手の視点に立った情報発信・適切な媒体の活用、③関係機関に
よる主体的・積極的な取組と一層の連携、を定めており、この基本方針に基づく関係府省
庁の具体的な取組を盛り込むとともに、関係府省庁が連携し、積極的な広報・普及啓発活
動に努め、その効果を把握・検証し、随時活動内容の改善を行っていくこととしているとこ
ろ。【内閣官房】

災害時に適切な避難行動を取るためには、住民自らが地域の災害リスクを把握し、具体
的な行動を取れるようにする必要があるため、内閣府では、地域コミュニティーレベルでの
自発的な防災活動を定める地区防災計画制度の策定促進に取り組んでいる。

また、災害時においては、市町村は、関係機関からの情報や自ら収集した情報等により、
的確に判断を行い、躊躇することなく避難情報を発令し、速やかに住民等に伝えなければ
ならないものとされているところ。【内閣府】

東日本大震災等を踏まえ、「学校における防災教育の充実」事業では各自治体において
モデル地域を選定し、平時から災害リスクコミュニケーションの構築が図れるよう、家庭・
地域・関係機関との連携体制を構築・強化する地域を支援しているところ。【文部科学省】
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○基本計画の見直しにあたり、前回の第69回懇談会(R4.12.7)でいただいた主なご意見について、各府省庁の現状
を次のとおり施策分野ごとに整理。
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4（出典）内閣府公表資料より内閣官房作成

避難情報に関するガイドライン

（令和3年5月改定、令和4年9月更新 内閣府（防災担当））

1. 避難に関する責務等

1.1 市町村の責務

災対法において、市町村は、「基礎的な地方公共団体として、当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害

から保護するため、当該市町村の地域に係る防災に関する計画（地域防災計画）を作成し、実施する責務を有す

る」とされており、地域防災計画に記載すべき具体的な内容としては、避難情報の発令基準の作成も含まれている。

この責任を果たすため、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、避難情報を発令するものとされてお

り、その権限は市町村長に付与されている。

市町村長は、災害時には関係機関からの情報や、自ら収集した情報等により、的確に判断を行い、躊躇すること

なく避難情報を発令し、速やかに居住者等に伝えなければならない。そのため、具体的な発令基準の設定、情報

伝達手段の確保、防災体制の整備等を平時から行わなければならない。
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１．第69回懇談会でいただいた主なご意見について
（１）主なご意見に対する現状

意見概要 現 状

行政機能/警察・消防等/防災教育等／リスクコミュニケーション

２．南海トラフ地震などが起きると日
本だけでは対応できないため、国
際社会との連携の視点が必要。

海外からの支援の受入れについては、これまでの大規模災害の経験も踏まえて、「大規
模地震・津波災害応急対策対処方針（平成２９年１２月中央防災会議幹事会）」を定め、支
援受入れにあたっての基本的な考え方、物的支援の受入手続、人的支援の受入手続きな
どを具体的に定めるとともに、今年度に実施した緊急災害対策本部事務局運営訓練にお
いては、訓練内容の１要素として取り扱っているところ。【内閣府】

平成20年（2008年）に策定した外務省業務継続計画において、大規模自然災害発生時

に際し、国際社会との連携をもって対応できる体制を整備している。具体的には、海外か
らの支援申し出への対応を行う支援受入班、在日米軍による支援に関する調整を行う在
日米軍班を設けており、必要な支援を迅速に受け入れる体制を整えているところ。東日本
大震災においては、28の国・地域・国際機関から救助チーム・専門家チーム等を受け入れ
た他、計128の国・地域・機関から物資・寄付金（物資：64、寄付金：95（総額約175億円以

上））を受領した。なお、我が国が海外からの支援を受け入れるのは、原則として、海外か
らの支援の申し出を受けた後、その支援に係る受入れの決定、外交ルートを通じて支援
申出国に対する要請の通知を行った場合に限る（要請主義）。【外務省】
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１．第69回懇談会でいただいた主なご意見について
（１）主なご意見に対する現状

意見概要 現 状

行政機能/警察・消防等/防災教育等／人材育成／官民連携

３．地形など地域の特性を踏まえた
防災の課題・対策について、地域
の核となる大学や高専などの教
育機関と連携を行いながら防災、
国土強靱化につながる取組、ス
タートアップにつながることを出せ
るとよい。

大学発新産業創出プログラム（START）において、大学等に対し、起業家教育とスタート

アップ創出に一体的に取り組むための環境整備を支援する中で、東京理科大学のシーズ
をもとに、地震による建築物損傷診断システム及びアプリケーションの研究開発を行う
（株）preArchが2022年に設立された。【文部科学省】

国立研究開発法人防災科学技術研究所では、高等専門学校に在籍する学生を対象とし
て、防災減災に関わる社会課題を解決する技術のアイデアとその検証過程を競う「高専防
災減災コンテスト」を実施している。地域の防災力･減災力を向上させるためのアイデアを
広く募集し、地域への実装の可能性、課題検証のプロセス、ヒアリング分析を通じて、社会
実装につながる取り組みや高専と防災科研との共同研究に発展することが期待される。
本コンテストを通じて、高専生の成長の促進と若い力による社会の災害レジリエンス向上
に寄与するところ。【文部科学省】

大学・高等専門学校の練習船について、支援物資の運搬機能等の災害支援機能を強
化した代船を建造し、災害支援に必要な体制の充実を図るため、北海道大学の「うしお
丸」が令和４年11月竣工、大島商船高等専門学校の「大島丸」が令和５年３月竣工予定、

令和４年度中に弓削商船高等専門学校の「弓削丸」建造に着手するところ。【文部科学
省】
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意見概要 現 状

住宅・都市

４．生活の基盤である住まいについ
て、南海トラフ地震のことを考える
と明らかに住まいが不足する。仮
設住宅対応は無理があるので、
みなし仮設も含めて仕組みづくり
を取り込める箇所があるのかが
気になる。

応急仮設住宅は、災害救助法に基づき、国庫負担のもと都道府県知事により、建設し供
与するもの、民間賃貸住宅を借上げて供与するもの、又はその他適切な方法により供与
するもの。災害が発生したときには、速やかに法による応急仮設住宅の必要数を把握し、
建設事業者団体や賃貸住宅団体等の協力を得て実施されているところ。【内閣府】
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意見概要 現 状

保健医療・福祉／官民連携

５．災害時に多数の死者が発生した
場合の対策について、遺体を安
置する場所、検視を行う場所、火
葬場、埋葬場所等につき相当な
人員や場所が必要になるが十分
な体制が取られていない。加えて
作業にあたる者のメンタルケアも
必要になる。高齢化が進む我が
国では平時でも火葬場が足りて
いない。遺体の搬送方法やエン
バーミングによる長期保存方法に
ついて、関係者の意見を聞きなが
ら課題認識が必要。遺体の搬送
が進まない場合、医療機関の収
容能力の圧迫や、腐敗による感
染症発生の２次的な複合災害に
つながる可能性がある。

大規模災害時の遺体の埋火葬等については、東日本大震災の経験も踏まえ、仮埋葬を
避けるため、都道府県において広域火葬計画を策定し、被災地の周辺の火葬場も活用し
て広域的な火葬体制を確保するとともに、災害時の遺体の埋火葬・保管に係る資機材の
確保や搬送等に関して、地方公共団体と関係団体の協定の締結を進めることとしている。

広域火葬計画を策定している都道府県は、東日本大震災を踏まえて関係省庁連絡会議
で「大規模災害における御遺体の埋火葬等の実施のための基本的指針」を策定した後（平
成26年11月）には29都道府県であったが、現在は46都道府県となっている。（これまでの
取組は次頁「大規模災害時の遺体の埋火葬等の取組状況」参照）

平時の火葬場や火葬炉の火葬能力については、地方公共団体において、将来的な火葬
需要を踏まえ、火葬場の施設・設備の整備を行っている。例えば、東京では臨海斎場の増
築等の検討、横浜では東部方面斎場の整備の検討、相模原では新斎場の整備の検討等
を行っているところ。【厚生労働省】
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15（出典）厚生労働省提供情報より内閣官房作成

大規模災害時の遺体の埋火葬等の取組状況(1/2)

（これまでの取組）
○ 平成７年１月の阪神・淡路大震災を踏まえ、同年７月に「防災基本計画」において、遺体の広域的な火葬の実施を進め

ることとされた。

・「防災基本計画」（令和4年6月中央防災会議）
▶ 市町村（都道府県）は、遺体対策については、火葬場、棺等の関連する情報を広域的かつ速やかに収集し、棺の調
達、遺体の搬送の手配等を実施するものとする。また、必要に応じ、近隣地方公共団体の協力を得て、広域的な火葬
の実施に努めるものとする。なお、遺体については、その衛生状態に配慮するものとする。

▶ 国（警察庁）及び都道府県警察は、必要に応じ、警察災害派遣隊を被災地に派遣し、医師等の協力を得て、遺体の
検視・死体調査、身元確認等を行うものとする。また、身元確認に必要な資料の重要性を踏まえ、効果的な身元確認
が行えるよう地方公共団体、指定公共機関（公益社団法人日本医師会）等と密接に連携するものとする。

○ これを受け、平成９年11月に厚生省において「広域火葬計画策定指針」を取りまとめ、各都道府県に対して、広域火葬
計画の策定を依頼した（「広域火葬計画の策定について」（平成９年11月厚生省生活衛生局長通知））。

・「広域火葬計画策定指針」の概要

広域火葬計画の策定 ・実施体制の確保 ・広域火葬の応援・協力の要請
・火葬場の選定・調整、火葬要員の派遣要請・受入
・遺体保存対策（遺体安置所の確保、物資の調達等） ・遺体搬送手段の確保
・相談窓口の設置 ・火葬許可の特例的取扱い 等

広域火葬の体制の整備 ・現状の把握 ・広域火葬実施のための組織 ・自治体間の相互扶助協定の締結
・遺体保存のための資機材等の確保（関係事業者との協定の締結等）
・遺体搬送手段の確保（関係事業者との協定の締結等）
・情報伝達手順の確立 等
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16（出典）厚生労働省提供情報より内閣官房作成

大規模災害時の遺体の埋火葬等の取組状況(2/2)

○ 平成23年３月の東日本大震災時には、宮城県、福島県、岩手県とも広域火葬計画を策定しておらず、宮城県では仮埋
葬（土葬）が行われた。

○ これを踏まえ、平成26年７月に、大規模災害における御遺体の埋火葬等に係る関係省庁連絡会議において、「大規模
災害における御遺体の埋火葬等の実施のための基本的指針」が策定され、防災対策実行会議で了承された。

○ 平成26年７月と平成27年３月に、厚生労働省から各都道府県に対して、広域火葬計画を策定し、火葬場の処理体制の
把握、近隣地方公共団体との相互扶助協定等の締結、関係団体との資機材の確保や搬送等に係る協定の締結等の取
組を進めるよう、改めて依頼した。

・「大規模災害時における御遺体の埋火葬等の実施のための基本的指針」の概要

災害時の遺体の埋火葬・
保管に係る資機材の確保
や搬送等

○関係省庁は、災害時の遺体の埋火葬・保管に係る資機材の確保や搬送等に関して関
係団体との協力関係を強化し、地方公共団体と関係団体との協定の締結の促進のた
め協力

・棺、納体袋等：全日本葬祭業協同組合連合会（経済産業省）、全日本冠婚葬祭互助協
会（経済産業省）

・搬送手段：全日本葬祭業協同組合連合会（経済産業省）、全日本冠婚葬祭互助協会
（経済産業省）、全国霊柩自動車協会（国土交通省）、全日本トラック協会（国土交通
省）

・ドライアイス：ドライアイスメーカー会（経済産業省）

都道府県の広域火葬計画
の策定等の促進

○厚生労働省は、都道府県の広域火葬計画の策定など広域的な火葬体制の整備のた
めの地方公共団体の取組を促進
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意見概要 現 状

保健医療・福祉／人材育成／官民連携

６．大きな災害発生したら明らかに医
療の力が不足するのは明白であ
る。災害拠点病院の多くが浸水
地域にあること、負傷者が多く発
生し手当する人員が不足すること
が予想されること。病院自体の避
難や籠城も考えないといけないが、
その観点の記載がない。医療を
継続するには、薬や医療材料の
サプライチェーン、血液、医療ガ
ス、水、電気の供給が維持できな
いといけない。産業界のことは書
かれてきているが、医療、福祉の
記載が少ない。

被災地において医療関係者の絶対的不足が生じないよう、災害発生時に迅速な派遣が
可能な災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の養成（研修）を実施しているところ。（令和4年4月1
日時点：15,862人が研修終了済）【厚生労働省】

洪水等の浸水想定区域に所在し、地域の医療提供体制の観点から浸水想定区域から
移転することのできない災害拠点病院等に対し、医療用設備や電源設備の想定浸水深以
上への移設や止水板等の設置のために要する経費を補助している。（災害拠点病院761
病院のうち、洪水浸水想定区域に所在する病院は289病院（38%）あり、そのうち何らかの
浸水対策が実施されている病院は216病院（75%）：令和3年時点） 【厚生労働省】

災害時における医薬品・医療機器の供給体制については、例えば各都道府県庁と各都
道府県医薬品卸業界協会による災害時医薬品供給協定を全47都道府県で締結するなど、

地域の実情に精通している卸売業者を介した供給体制を整えていることに加え、必要に応
じて、国や業界団体が連携した広域支援を実施する体制を整備するとともに、都道府県に
おける備蓄医薬品等による供給体制を整備しているところ。【厚生労働省】

災害時における輸血用血液製剤の供給体制については、災害対策基本法等に基づく厚
生労働省防災業務計画で定められているとおり、厚生労働省は輸血用血液製剤の不足を
生じることが予想され、広域的な対応が必要と判断した場合には、日本赤十字社に輸血用
血液製剤の供給について協力を要請する。【厚生労働省】
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１．第69回懇談会でいただいた主なご意見について
（１）主なご意見に対する現状

意見概要 現 状

金融／保健医療・福祉

７．個人の財産を守る観点では、個
人資産、医療情報など被災時に
個人認証ができる仕組みが重要
であることから、マイナンバーカー
ドへの一元化は急ぐべきである。

マイナンバー制度においては、各機関で管理する必要な個人情報を必要な時だけやりと
りする分散管理としているところ。
災害時の預貯金口座情報については、新たな預貯金口座付番制度が2024年5月までに

施行予定。当該制度により、預貯金者の意思に基づき一度に複数の金融機関の預貯金口
座への付番が可能となり、災害時（又は相続時）に預貯金者（又は相続人）からの求めに
応じて、当該預貯金者の預貯金口座を特定し、払戻手続に活用できる。施行に向けて、関
係府省庁、預金保険機構及び金融機関と連携してシステム構築中である。【デジタル庁】
【金融庁】

医療の分野では、マイナンバーカードを用いることで医療機関等が患者の診療情報等を
確認できるほか、災害時にはマイナンバーカードがない場合でもこれらの情報を確認する
ことができる。【厚生労働省】
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１．第69回懇談会でいただいた主なご意見について
（１）主なご意見に対する現状

意見概要 現 状

人材育成

８．情報のオープンデータ化につい
て、国には膨大なデータがあるが、
例えばＩＴスキル、リテラシーが高
い中学生、高校生がアプリを開発
するときに各省庁のデータを使っ
てアイデア開発や分析をしたりし
ていることがあるので、情報の
オープンデータ化を進めた上での
民間協力、リスキリングなど人へ
の投資につながることは、国土強
靱化に関わる人材の裾野を広げ
ることになるので付加できるとよ
い。

リカレント教育について、文部科学省では、大学・専門学校等を活用した社会人向けの実
践的なプログラムの開発・拡充や、ポータルサイト「マナパス」を通じた社会人の学びに関
する情報発信等の学習基盤の整備に取組んでいるところ。【文部科学省】

25



１．第69回懇談会でいただいた主なご意見について
（１）主なご意見に対する現状

26（出典）文部科学省提供資料
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